
報告事項

準都市計画区域の指定に関する

検討について

1

（資料１ Ｐ７ ～ Ｐ１４）

検討の進め方について

2

・土地利用状況（市街化の傾向、建築動向）

・各関係法令による規制状況（農地、森林、自然公園等）

・人口の動向

《調査・検討事項》
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田野
都市計画区域

宮崎広域
都市計画区域

清武南IC ２km

※清武南ICから約２km圏内を検討対象とする。

清武JCT

調査・検討の範囲について

4

都市計画運用指針について

国が示す都市計画運用指針

○道路等の整備状況など、自然的又は社会的条件から判断して、大規模な集客施設
が立地する可能性がある区域については、農地を含め広く準都市計画区域を指定
することが望ましい。

①人口集中地区からの距離、地形的条件、インフラの整備状況を勘案して、
開発の可能性が極めて低いと考えられる区域

②他の法令による土地利用の規制の実態に照らして、開発の可能性が極め
て低いと考えられる区域

○広域の観点から土地利用の整序又は環境の保全のために必要な範囲について適
切に指定すべきであり、農地については、農業振興地域の整備に関する法律等によ
る規制と相まい、土地利用の整序がより効果的に実現されることから、農用地区域
内等に存する農地と重複して指定して差し支えない。

ただし、以下は準都市計画区域に含むべきでない

保安林、自然公園法に規定する国立公園、国定公園の特別地域、
自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域等

森林法、工場立地法により規制された土地 準都市計画区域に含めないことが望ましい

やむを得ず森林が含まれることになる場合には担当部局と十分調整を行う
ことが望ましい。 －8－
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資料３関係法令の規制状況の確認について

都市計画法運用庁内検討会

清武南IC

清武JCT

田野
都市計画区域

宮崎広域
都市計画区域

干害防備保安林

国有林

公有林

土砂流出防備保安林

農用地区域

２km

地図：国土地理院

Ｎ

荒平山
森林公園

6－9－



7

各関係法令の規制内容について

①農用地区域 ：農業振興地域の整備に関する法律（農振法）

農業振興地域
（都道府県が指定）

農用地区域
（市町村が整備計画で設定）

農業上の利用を図るべき
土地の区域

農振白地地域

○建築物を建築するためには
①農用地区域からの除外
②農地法に基づく農地転用手続き

＝原則転用が禁止農用地区域

農振白地地域

Ⅰ 第1種農地
集団農地、土地改良事業対象農地 等

Ⅱ 第2種農地
土地改良事業の対象となっていない小集団の生産力の低い農地 等

Ⅲ 第3種農地
市街地にある農地 等

原則不許可

Ⅲに立地困難な場合に許可

原則許可

農
地
転
用

8

各関係法令の規制内容について

②保安林 ③国有林、公有林：森林法

○準都市計画区域
指定検討範囲内＝森林法第５条に基づく

地域森林計画対象民有林

○建築物を建築するためには
指定の解除が必要

公益上優先すべき理由以外の
解除は困難 一時的な土砂の採掘、林地以外への転用などの

土地の形質を変える行為は開発の許可が必要
【林地開発許可】

太陽光発電整備の設置を目的としない：開発面積が1.0haを超える

太陽光発電整備の設置を目的とする：開発面積が0.5haを超える

：森林法
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林地開発許可について

出典：林野庁資料

開発行為の目的達成後
（完了後）

地域森林計画の対象から除
外される場合がある。

開発許可を受けた土地に対
する規制が外れるため、都
市的土地利用が図られる可
能性が高まる

10

航空写真：宮崎市提供
（令和４年度撮影）

Ｎ

宮崎広域
都市計画区域

田野
都市計画区域

国有林

公有林

土砂流出防備保安林

農用地区域

宮崎自動車道

清武JCT

清武南IC

東九州自動車道
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土取場

太陽光発電設備

11

舗装合材作業所

12

専門委員会での意見について

インターチェンジ周辺では、地域経済、人・物の流れ
を変化させるため規制をかけるのは望ましい。

検討範囲内は森林が広がっており、国の方針では準都市計画区域
に含めないことが望ましいとされている。
指定する場合には、しっかりとした根拠や理由が必要である。

国が示す都市計画運用指針と検討範囲内の整合について
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今後の方針について

現在調査・分析中

①都市計画基礎調査による客観的な分析結果
②関係法令を所管する部局と区域指定の要否に関する最終的な調整
準都市計画区域指定の要否及び指定する場合には具体的な指定範囲をお示しする。

【今後】

宮崎県都市計画基礎調査
（準都市計画区域候補区域）

保安林 準都市計画区域には含めない

森林 農用地区域

18

今後のスケジュールついて
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